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香川大学 行動規範

本学が、教育・研究機関として存続し、地域社会と一体となって発展を遂げていくため
には、全ての教育・研究活動において、地域社会からの信頼をいただくことが、何よりも
重要であります。

本学の役員及び職員は、教育・研究活動に関する法令を遵守するとともに、教育・研究
倫理を徹底し、社会的良識をもって公正・公平かつ透明に業務を遂行し、地域社会からの
ご期待に応えるとともに、一層信頼される大学づくりに全力を尽くします。

―本学の理念―
・本学は、世界水準の教育研究活動により、創造的で人間性豊かな専門職業人・研究者を

養成し、地域社会をリードするとともに共生社会の実現に貢献することを理念とします。

―学生諸君と共に―
・私たち役員及び職員は、本学の理念を実践(具現)するため、率先してリーダーシップを

発揮します。私たちは学生諸君を大切にし、真摯に教育・研究活動に取り組み、学生諸
君のため、ひいては地域社会のため、奉仕し研鑽していくことを目指します。

―役員及び職員と共に―
・個々の役員及び職員の人格と個性を尊重します。
・安全で働きやすい職場環境を確保し、明朗にして自由闊達な教育・研究環境をつくりま

す。

―学術研究の進展と共に―
・学術と学術研究は社会と共に、そして社会のためにあることを認識し、自らの研究活動

は社会の信頼と負託に応える責務を有することを自覚します。
・自らの研究活動と社会との健全な関係を図るため、誠実・公正な研究を遂行し、他の研

究者の成果を適切に判断すると同時に、自らの研究に対する批判には謙虚に耳を傾け、
誠実な態度で対応します。

・研究上の不正行為が起こらない高潔な研究環境の整備に努めます。

―地域社会と共に―
・積極的な情報公開により、本学に対する理解と信頼の確保に努めます。
・環境保全の重要性を認識し、全ての教育・研究活動において環境への影響抑制に努めま

す。
・市⺠社会に脅威を与える反社会的勢力とは、断固として対決します。
・社会の一員として、地域社会の発展のために貢献します。

―関係機関及び取引先と共に―
・政治・行政とは、健全かつ透明な関係を維持します。また、取引先は全て透明・公正に

選定し、法令遵守のもと、質的に高くかつ安全確実な取引を行います。

平成17年４月１日制定

－１－



このガイドラインは、コンプライアンスの推進を図るため、「香川大学行動規範」に
関する具体的事項を定め、もって本学に対する社会からの信頼を確保し、地域社会へ貢
献することを目的とします。

「学術研究活動の自律的実現を図るために」

(1) 自ら生み出す専門知識や技術の質を担保する責任を有し、さらに自らの専門的知識、
技術、経験を活かして、人類の健康と福祉、社会の安全と安寧、そして地球環境の持続
性に貢献するという責任を有します。

(2) 科学の自律性が社会からの信頼と負託の上に成り立つことを自覚し、自らの研究姿
勢を常に点検しつつ誠実に公正な研究を遂行します。

(3) 科学研究によって生み出される知の正確さや正当性を、科学的に示す最善の努力を
すると共に、科学者コミュニティ、特に自らの専門領域における科学者相互の評価に積
極的に参画します。

(4) 自らの専門知識・能力・技芸の維持向上に努めると共に、科学技術と社会・自然環
境の関係を広い視野から理解できるよう、常に最善の判断と姿勢を示すよう弛まず努力
します。

(5) 自らが携わる研究の意義と役割を公開して積極的に説明し、その研究が人間、社会、
環境に及ぼし得る影響や起こし得る変化を評価し、その結果を中立性・客観性をもって
公表すると共に、社会との建設的な対話を築くよう努力します。

(6) 他の研究者の成果を適切に判断すると同時に、自らの研究に対する批判には謙虚に
耳を傾け、誠実な態度で対応します。また、他の研究者の知的成果などの業績を正当に
評価すると共に、研究者間の役割分担・責任を明確化し、名誉や知的財産権を尊重しま
す。

(7) 自らの研究、審査、評価、判断などにおいて、個人と組織、あるいは異なる組織間
の利益の衝突に十分に注意を払い、公共性に配慮しつつ適切に対応します。

(8) このガイドラインの趣旨に沿って誠実に行動し、研究・調査データを一定期間記録
保存することや必要に応じて適切に開示を行うことなど、厳正な取扱いを徹底して、ね
つ造、改ざん、盗用などの不正行為、二重投稿、不適切なオーサーシップなどの研究者
倫理に反する行為を行わず、加担もしません。

(9) 不正行為に対する対応について、その防止と併せ、自律・自浄作用の強化を認識・
理解し、このことは研究活動を通じた人材育成・教育を行う上でも重要であることを銘
記します。

(10) 研究上の不正行為が起こらない高潔な研究環境の整備に努めます。そのために、
研究の諸段階において、最大限の知的誠実さを堅持し、注意深く責任ある態度で研究を
行い、不正行為が起こり得ない環境を醸成します。

香川大学 コンプライアンス・ガイドライン ［抜粋］

平成１７年４月１日制定

－２－



本学の研究者等が研究活動を行う場合における以下に掲げる行為をいう。
ただし、故意又は研究者等としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく
怠ったことによるものに限る。

特定不正行為
（ⅰ）捏造 存在しないデータ、研究成果等を作成すること。

（ⅱ）改ざん 研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活
動によって得られた結果等を真正でないものに加工すること。

（ⅲ）盗用 他の研究者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、
論文又は用語を当該研究者の了解又は適切な表示なく流用す
ること。

特定不正行為以外の研究活動上の不適切な行為

自己盗用・二重投稿、不適切なオーサーシップ等であって、科学者の行動
規範及び社会通念に照らして研究者倫理からの逸脱の程度が甚だしいもの。

不正使用

架空請求に係る業者への預け金、実態を伴わない旅費、給与又は謝金の
請求等、虚偽の書類によって使用規則等に違反して公的研究費を使用する
こと。

香川大学における研究上の不正行為に関する取扱規程
（平成１９年４月１日制定・令和４年６月改定）

研究上の不正行為

本学の定める不正行為

－３－



研究上の不正行為の最新事例（文科省公表２０２３年度分）

－４－

文部科学省の予算の配分又は措置による研究活動における不正行為認定事案

番号 不正事案名
不正事案の研究

分野
調査委員会を設置した機

関名
不正行為に関与した者等
（所属機関、部局等、職名）

不正行為の種別
（捏造、改ざん、盗用

等）

2023-01
松山大学教授による研究活動上の不正
行為（盗用）の認定について

言語学 松山大学 松山大学 人文学部 教授 盗用

2023-02
近畿大学元教員による研究活動上の不
正行為（盗用等）の認定について

法学 近畿大学 近畿大学 法学部 元教員 盗用、自己盗用

2023-03
会津大学教授による研究活動上の不正
行為（二重投稿・自己盗用）の認定につ
いて

コンピュータ理工
学

会津大学
会津大学 コンピュータ理工学
部 教授（理事長兼学長）

二重投稿、自己盗用

2023-04
北海道大学元特任助教による研究活動
上の不正行為（捏造・改ざん）の認定に
ついて

化学 北海道大学

北海道大学 化学反応創成研

究拠点 元特任助教、大学院
理学研究院 教授（化学反応
創成研究拠点 主任研究者）

捏造、改ざん

2023-05
岩手医科大学教授による研究活動上の
不正行為（改ざん等）の認定について

歯学
岩手医科大学、日本女

子大学

岩手医科大学 歯学部 教授、
日本女子大学 家政学部 教

授

改ざん、不適切な
オーサーシップ

2023-06
立教大学教授による研究活動上の不正
行為（盗用）の認定について

翻訳学 立教大学
立教大学 異文化コミュニケー

ション学部 教授
盗用

2023-07
山口大学講師による研究活動上の不正
行為（捏造・改ざん）の認定について

医学 山口大学
山口大学 大学院医学系研究
科医化学講座 講師

捏造、改ざん

2023-08
常葉大学教授による研究活動上の不正
行為（盗用）の認定について

文学 常葉大学 常葉大学 外国語学部 教授 盗用

2023-09
大阪大学教授による研究活動上の不正
行為（改ざん）の認定について

材料工学 大阪大学
大阪大学 産業科学研究所 教
授、准教授、大学院基礎工学

研究科 元大学院生
改ざん

2023-10
熊本大学准教授による研究活動上の不
正行為（先行研究の不適切な扱い）の認
定について

史学 熊本大学
熊本大学 大学院人文社会科

学研究部 准教授
先行研究の不適切な

扱い

2023-11
早稲田大学助教による研究活動上の不
正行為（改ざん等）の認定について

教育学 早稲田大学
早稲田大学 国際教養学部

助教
改ざん、自己盗用

2023-12
産業技術総合研究所上級主任研究員に
よる研究活動上の不正行為（捏造・改ざ
ん等）の認定について

化学 産業技術総合研究所

産業技術総合研究所 材料・
化学領域 ナノ材料研究部門
ナノバイオ材料応用グループ
上級主任研究員、ナノ材料研
究部門 名誉リサーチャー、機
能化学研究部門 副研究部門

長

捏造、改ざん、不適
切なオーサーシップ

2023-13
駒澤大学准教授による研究活動上の不
正行為（二重投稿）の認定について

経済学 駒澤大学 駒澤大学 経済学部 准教授 二重投稿



本学における研究不正に係る申立て・告発等への対応フロー

－５－



研究不正に対する措置

－６－

【研究不正が認定された場合の措置】

○ 研究不正が確認された研究活動に関する研究費の返還（全部または一部返還）
○ 公的資金申請制限や運営費交付金の減額措置
○ 事案の認定・公表（文科省）

大学への措置

研究不正（ 研究活動の不正行為、研究費の不正使用）が認定されると、個人に
対する処分に止まらず、所属する研究機関に対しても、競争的資金の配分機関から
の処分を受けることとなります。

法令や本学の定める規程等に基づき、研究不正が認定された場合、研究者・大学
に対し、以下のような対応措置が取られます。

〇 処分：懲戒（解雇、訓告、戒告）、厳重注意等
〇 処分内容等の公表
○ 研究費の使用停止
○ 研究費の返還請求（全部または一部返還）
○ 競争的資金等への応募資格停止
○ 刑事告訴・⺠事訴訟 等
○ 管理責任者（当該部局⻑等）に対する処分

個人・部局への措置



研究上の不正行為に関する取扱規程（R4年度改定のポイント）

「国立大学法人香川大学における公的研究費の不正防止に関する基本方針・行動指針」
［令和４年６月改訂］
https://www.kagawa-u.ac.jp/files/5416/5647/1045/book_kihonhousin202206.pdf

■香川大学における研究上の不正行為の申立てに関する細則 ［令和４年６月９日施行、
令和４年６月１日適用］抜粋
（申立ての取扱い）
第４条 悪意のある申立てを防止するため、申立ては原則として顕名によるものとし、特
定不正行為を行ったとする研究者・グループ、特定不正行為の態様等、事案の内容を明
示するとともに、不正とする科学的な合理性のある理由を示さなければならない。なお、
申立者に調査協力を求める場合があること、調査の結果、悪意に基づく申立てであった
ことが判明した場合は、氏名の公表や懲戒処分、刑事告発を行う可能性がある。
２ 匿名による申立てがあった場合でも、その内容に応じ、顕名の申立てがあった場合に
準じた取扱いをする
ことができる。
７ 不正行為の疑いが、報道やweb上に掲載されていること等を確認した場合は、申立て
があった場合に準じた取扱いをすることができる。ただし、不正事案の内容が明示され、
かつ不正とする科学的な合理性のある理由が示されている場合に限る。

■香川大学における研究上の不正行為に関する取扱規程［令和４年６月９日施行、令和
４年６月１日適用］抜粋
（認定）
第11条 調査委員会は、前条に基づき調査対象者が行う説明を受けるとともに、本調査
によって得られた、物的・科学的証拠、証言、調査対象者の自認等の諸証拠を総合的に
判断して、不正行為の認定を行うものとする。ただし、調査対象者の自認を唯一の証拠
として不正行為と認定することはできない。
２ 調査委員会は、被告発者の説明及びその他の証拠によって、不正行為であるとの疑い
を覆すことができないときは、不正行為と認定することができる。保存義務期間の範囲
に属する生データ、実験・観察ノート、 実験試料・試薬、関係書類等の不存在等、本来
存在するべき基本的な要素が不足していることにより、被告発者が不正行為であるとの
疑いを覆すに足る証拠を示せないときも、不正行為と認定することができる。

－７－



出典：科学研究における健全性の向上について（平成27年３月６日：日本学術会議資料）

■ 研究データ等の保存には、「研究者が研究を進める上での内在的な動機」と「公的活動と
しての研究に伴う責務」という両面がある。論文等の形で発表した研究成果に対して、後日、
万が一にも研究不正の疑念がもたれるようなことが生じた場合に研究者が自らその疑念を晴
らすことができるよう研究に関わる資料等を適切に保存しておくことは、共同研究者や所属
研究機関及び研究資金提供機関に対する責任でもある。

■ 資料等の保存は、それらを生み出した研究者自身が主たる責任を負う。研究室主宰者や研
究機関は、研究倫理教育の一環として資料保存に関わる啓発を行うとともに資料保存の環境
整備に努めなければならない。また、研究者の転出に際して、保存対象となるものの状況を
確認し、後日必要となった場合の追跡可能性を担保しておくことが求められる。

研究データ等の保管の重要性

本学で定める研究データ等の保存期間

－８－

資料（文書、実験ノート、数値データ、画像等の資料、アンケート調
査資料など）

原則として、当該論文の発表後10年間
ただし、各学域等において各研究分野の特性に応じ、これと別の定めをすることがで

きるものとするとともに、保存スペースの制約など止むを得ない事情がある場合は、合
理的な説明ができる範囲で廃棄することができる。

試料及び装置等（実験試料、標本等の試料、装置等）
原則として、当該論文の発表後5年間

ただし、保存が本質的に困難なもの（不安定物資や実験により消費されてしまう試料
など）や保存に多大な経費がかかるものについてはこの限りではない。

※医療分野、社会調査、個人データ、倫理上の配慮を必要とするもの等その扱いについ
て法律等で規定されているものはそれに従うものとする。

※特定の研究プロジェクトに関する成果物の取扱いについて、配分機関との間で別の取
り決め等がある場合はそれに従うものとする。

香川大学における研究データの保存等に関する要項
（平成28年４月１日、平成28年10月１日改正）



（１）軍事的安全保障研究に係る対応について
平成27年度から防衛装備庁の「安全保障技術研究推進制度」による研究資金の募集が開始

されましたが、本学は、日本学術会議の声明に沿い以下の原則にしたがって対応することと
しています。 （平成30年２月教育研究評議会決定）
１．軍事利用を目的とする研究は行わない。
２．軍事利用を目的とする資金制度への応募及び資金の受入は行わない。

（２）安全保障輸出管理について

（３）生物多様性条約に基づく名古屋議定書の発効批准に伴う対応について

我が国をはじめとする主要国では、武器や軍事転用可能な貨物（装置、試料など）・
技術が、国際社会の安全を脅かすような国家又はテロリスト等に渡ることを防ぐため、輸
出管理に関する国際的な枠組み（国際輸出管理レジーム）を作り、国際社会と協調して輸
出や技術提供の管理を行っています。

これらの安全保障輸出管理の取組を「外国為替及び外国貿易法（外為法）」に基づき実
施し、規制の対象となる「貨物の輸出」や「非居住者に対する技術の提供（役務取引）」
を行う場合には経済産業大臣の許可が必要となります。これを無許可で行うと刑事罰や行
政制裁が科される場合があります。よって、香川大学における安全保障輸出管理体制の整
備と適切な輸出管理の実施を図るため、 「国立大学法人香川大学安全保障輸出管理規
程」を制定し、平成 28 年 11 月 1 日から施行しました。

「事前確認シート＜外国出張・海外研修用＞＜貨物輸出・技術提供用＞＜国
際共同研究及び海外からの受託研究・寄付金・助成金等受入用＞ 」の提出

「生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得機会及びその利用から生ずる利益の公正
かつ衡平な配分（通称：ABS）に関する名古屋議定書」が締結され、平成29年８月20日
より施行されています。

ABS の対象となる遺伝資源の取得
をしようとする場合は、必ず事前に
以下の手順に沿った手続きを行うも
のとする。
①カウンターパートとなる提供国側

の研究者との共同研究の実施
②共同研究契約書の締結と相互合意

条 件 （ MAT ： Mutually Agree
Term）の設定

③ 提 供 国 政 府 か ら の 事 前 同 意
（PIC：Prior Informed Consent）
の取得

遺伝資源の取得手続き

研究活動に関する留意事項

「安全保障技術研究推進制度」への応募は行わない

－９－

© ABS学術対策チーム



これまで研究インテグリティ（研究の健全性・公正性）の確保については、不正行為への
対応等が行われてきましたが、研究の国際化やオープン化が進む中、国際的に信頼性のある
研究環境を構築することが必要です。

研究インテグリティについて

－１０－

「大学及び公的研究機関における研究インテグリティの確保について（依頼）」（令和３年
４月27日付文部科学省）において、今後取り組むべき事項として以下が示されました。

今後文部科学省より提示される、具体の取組に関するモデル等に基づき、関係部署において
対応していく予定であり、研究者の皆さんにも協力をお願いすることとなります。

（１）研究者による適切な情報開示に関する取組
研究者が、研究活動の国際化、オープン化に伴う新たなリスクを認識した上で、特に国際

的な連携を行う際に、自らの研究活動の透明性を確保し、説明責任を果たしていくことの重
要性とともに、大学に対して必要な情報の報告・申告（当該情報が更新された場合における
報告・申告を含む）を行うことの必要性の理解を促す。

（２）大学における対応に関する取組
大学が、所属する研究者の人事及び組織のリスク管理として必要な情報（※）を把握する

（報告・更新を受ける）とともに、そのための利益相反・責務相反をはじめ関係の規程や管
理体制を整備する。また、報告・更新を受けた情報に基づき、産学連携活動における適切な
リスクマネジメントを行う。

※職歴・研究経歴、兼業等の所属機関・役職、当該大学外からの研究資金や研究資金外の支援及び当該支援
の相手方

（３）研究資金配分機関等における対応に関する取組
研究資金の申請時に、申請する課題の研究代表者・研究分担者等に対して、国内の競争的

資金の受入状況等の情報に加え、国外からの研究資金の受入状況を含め研究活動の透明性確
保のために必要な情報の提出を求める。

※全ての競争的研究事業において以下情報の提出を求める
①国内の競争的研究費のみならず、国外も含め、補助金や助成金、共同研究費、受託研究費等、全ての現在
の研究資金の応募・受入状況に関する情報

②全ての現在の所属機関・役職（兼業や、外国の人材登用プログラムへの参加、雇用契約のない名誉教授等
を含む）に関する情報

【参考】研究インテグリティ（香川大学・学内サイト）
https://www.kagawa-u.ac.jp/in_school/staff/29082/28640/



本学で実施する研究倫理研修

全教職員に、一般財団法人公正研究推進協会（APRIN）が提供している
「CITI Japan e-learning 教材」 の受講を義務付けています（５年間有効）。

●「研究者基本コース（医学系・人文社会科学系・理工系）」から選択して受講して下さい。

●前回受講完了から５年経過される方
５年間の有効期限の１か月前を目安に、研究協力課より、更新受講について通知いたしま

す。

●本年度着任された方で、上記プログラムを初めて受講される方
受講いただく準備が整い次第、研究協力課より通知しますので、その後受講願います。

●本年度着任された方で、他機関で上記プログラムの受講実績のある方
本学で必要な領域及び単元を全て受講している場合には、本学で受講したものと
みなし、受講日から起算して５年間を有効とします。

●未受講であったり、有効期限が切れた場合、競争的資金に係る申請手続きができなくなる
場合がありますので、注意して下さい。

公正研究責任者等により、各学部教授会等において、研究倫理に係る研修会を実施して
います。

各部局により、研究分野等の特性に応じた研究倫理研修を実施しています。

本学では、「国立大学法人 香川大学における公的研究費不正防止に関する行動指針」（平成
27年３月１日決定、令和３年12月23日一部改正）に基づき、研究者等の意識向上のため、以下
の活動を実施しています。

－１１－

『研究者共通教育』

重要

『研究倫理研修会』

『分野別研究倫理教育』



学生への研究倫理に関する指導について

科学研究は、それまで営々と積み上げられてきた知識の継承が前提となっていますが、
研究を担う人を次の時代のために育てていくことも、科学の発展にとって不可欠であり、
後進を指導することは、現在の科学者にとっての大きな責任です。特に教育機関である
大学においては、学生や若い研究者（メンティー）と、これを指導する者（メンター）
との関係は重要です。

メンターは、「科学者とは何であるか」、「科学研究の目的とは何か」、「それは人類の福利
にどのように貢献できるのか」といった科学者の根源的な役割や社会的責任に関わる問いを継続
的に投げかけ、後進の科学者であるメンティー（大学院生等）の対話を通して、価値観の共有を
図り、「科学者になること」について指導する必要がある。単なる「科学」教育ではなく、「科
学者教育」を目指し、科学者が共有すべき価値を健全な形で継承し、社会から信託の得られるプ
ロフェッションとしての科学者コミュニティの継続、発展に努める必要がある。

博士課程の学生は、科学研究の世界に入る最も大事な時期であり、将来の独創的な研究にして
も、博士課程の時期の着想や研究指導が大きな影響を与えることは少なくない。指導教員と学生
との間でより良いコミュニケーションを取りながら、学生が誠実な科学者として育つよう充分な
指導をしていくことが必要である。研究成果の集大成として、博士論文を纏めるが、これも研究
論文の一つであり、博士論文が認められ博士の学位が授与されるということは、誠実な科学者を
養成する課程を修了したことの証であり、博士の学位が世界中に通用することを鑑み、その「質
の保証」に十分に意を配る必要がある。「質の保証」が不十分なものになれば、学位を有する
個々の科学者に対する信頼はもちろんのこと、科学研究全体への信頼を傷つけることにもなりか
ねない。学位論文のテーマ設定、研究の過程、論文のとりまとめに至るまで指導教員のきめ細か
な指導が必要となる。また、論文の審査は、誠実な科学者としての質の保証の責任を十分に認識
しながら、透明性と公平性を保ち審査にあたることが必要である。

－１２－

メンターとしての指導責任について

博士課程の学生の指導と責任ある論文審査について

科学の健全な発展のために－誠実な科学者の心得－ 日本学術振興会 抜粋

■研究公正ポータル／THE LAB バーチャル体験型学習シミュレーション（JST)
https://www.jst.go.jp/kousei_p/measure_the_lab.html
■研究公正／研究倫理教材（日本学術振興会）https://www.jsps.go.jp/j-kousei/rinri.html

学生向けの研究倫理学習サイト

○学部学生については、全学共通科目（大学入門ゼミ）等で研究倫理の授業を実施
○大学院生については、平成31年度から、1単位の研究倫理の内容を盛り込んだ授業科目を全学

的な共通科目とし、必修化
○大学院全研究科について、大学院生のe-learningプログラム受講を義務化

本学で行われている学生向け研究倫理教育



関係規定・資料等

https://www.kagawa-u.ac.jp/information/approach/injustice/
公的研究費の不正使用防止及び研究活動の不正防止に関する取組み

〔行動規範、不正防止に関する基本方針等〕
・香川大学行動規範
・香川大学コンプライアンスガイドライン
・国立大学法人香川大学における公的研究費の不正防止に関する基本方針・行動指針
・国立大学法人香川大学における公的研究費の不正防止計画

〔公的研究費の適正な運営・管理に関係する規程等〕
・国立大学法人香川大学における公的研究費の運営及び管理に関する取扱規程
・公的研究費の不正防止に関する責任体系

香川大学 研究費使用ハンドブック（令和６年７月改訂版）
kenkyuhishiyohandbook_202407.pdf (kagawa-u.ac.jp)

http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-22-s168-1.pdf
科学者の行動規範概要(改定版）日本学術会議（平成25年１月）

研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン（平成26年８月）
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/08/__icsFiles/afieldfile/2014/08/
26/1351568_02_1.pdf

－１３－

http://nig-chizai.sakura.ne.jp/abs_tft/
「遺伝資源の取得の機会、およびその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分(ABS)」解説

https://www.meti.go.jp/policy/anpo/daigaku.html

安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス（大学・研究機関用）第四版
（令和４年２月公表）

香川大学

日本学術会議

文部科学省

経済産業省

国立遺伝学研究所ＡＢＳ学術対策チーム

https://www.kagawa-u.ac.jp/in_school/staff/15570/aprine-learning/

研究倫理教育(APRIN: e-learning)について

https://www.mext.go.jp/a_menu/kagaku/integrity/index.html
研究インテグリティ



令和６年度研究倫理研修会

「公的研究費の不正使⽤防⽌について」

統括管理責任者



Ⅰ．公的研究費に係る不正事例・処分等

文部科学省ホームページ掲載「研究機関におけ
るコンプライアンス教育用コンテンツ」より抜粋

-1-



文部科学省ホームページ「研究機関におけるコ
ンプライアンス教育用コンテンツ」より抜粋-2-

善管注意義務を有する研究者の義務違反の程度に応じ、上限2年、下限1年



■ 補助金の返還命令
■ 最長5年の競争的資金への申請及び参加資格制限
■ 関係業者に対して一定期間の取引停止
■ 懲戒処分等機関内での人事処分

-3-



■ 補助金の返還命令
■ 最長5年の競争的資金への申請及び参加資格制限
■ 懲戒処分等機関内での人事処分

■ 補助金の返還命令
■ 10年の競争的資金への申請及び参加資格制限
■ 懲戒処分等機関内での人事処分

-4-



文部科学省ホームページ掲載「研究機関における公的研究費の管理・
監査のガイドライン（実施基準）の改正概要」及び説明資料より抜粋

-5-

本学でも、令和３年度に取組みの再点検と体制整備を実施。
・公的研究費の不正防⽌に関する基本⽅針・⾏動指針・不正防⽌計画を改正
・ホームページに学⻑メッセージを掲載
・ポスター「研究への信頼は私たち⾃⾝の⼿で守る︕」を学内に掲⽰



-6-



Action（改善）

内部監査結果の周知
研究倫理教育受講状況・誓約書
提出状況の報告
部局等における取組状況の報告

Ⅱ．不正防⽌の取組

Plan（計画）

不正防⽌計画の⾒直し
規程・マニュアル等の整備
部局等における取組の策定

Do（実施・実⾏）

コンプライアンス教育の実施
構成員に対する説明等の実施
誓約書の徴集
部局等における取組の実施

Check（点検・評価）

内部監査の実施
モニタリングの実施・分析

■リスク・課題の把握および関係規程・体制等の改善のためには、
研究者からのフィードバックが不可⽋です。
■不正防⽌のための新たな関係規程・体制等の運用には、研究者の
理解と協⼒が不可⽋です。

本学では、下記のPDCAサイクルを有効に機能させて、研究費の
不正使用等の防⽌に取組んでいます。

【関係資料等】
文部科学省ホームページ
研究機関における公的研究費の管理・監査

・「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」に
係るコンプライアンス教育用コンテンツ」
http://www.mext.go.jp/a_menu/kansa/houkoku/1350200.htm

香川大学ホームページ
公的研究費の不正使用防止及び研究活動の不正防止に関する取組み

https://www.kagawa-u.ac.jp/information/approach/injustice/

-7-



本学における公的研究費の不正使⽤防⽌及び研究活動の不正防⽌
に関する取組み

香川大学ホームページより抜粋
https://www.kagawa-u.ac.jp/information/approach/injustice/

-8-



香川大学ホームページより抜粋
https://www.kagawa-u.ac.jp/information/approach/injustice/

-9-

大平昇法律事務所

電子メール noboru.ohira＠nifty.com（＠を半角に直してご利用下さい）

文書送付 〒760-0020 香川県高松市錦町１丁目23-13 大平昇法律事務所

ファクシミリ 087-823-3202

留意事項 当該事務所においては、受付のみを行い、法律相談等を行うものではありません。



⽂部科学省ホームページ
https://www.mext.go.jp/a_menu/kansa/houkoku/1364929.htm
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